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他の債券市場を上回るパフォーマンス

当戦略のお伝えしたい ポイント

フォントベル・世界割安債券ファンド
（為替ヘッジあり／年1回決算型）（為替ヘッジなし／年1回決算型）
（為替ヘッジあり／年4回決算型）（為替ヘッジなし／年4回決算型）

本レポートでは、「フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）（為替ヘッジなし／年1回
決算型）（為替ヘッジあり／年4回決算型）（為替ヘッジなし／年4回決算型）」（以下、当ファンド）の実質的
な運⽤を担当する、フォントベル・アセット・マネジメント（以下、フォントベル）からの情報などを基に、改めて当ファンド
が採⽤する運⽤戦略（以下、当戦略）のポイントや魅⼒についてご紹介いたします。

当戦略の魅⼒について

2024年11⽉13⽇

（注）先進国国債はFTSE世界国債インデックス、世界投資適格社債はICE BofA グローバル・コーポレート・インデックス、世界ハイイールド社債はICE BofA
グローバル・ハイイールド・インデックス、新興国国債はJPモルガン・EMBIグローバル・ダイバーシファイド・インデックス、いずれも⽶ドルベース。いずれも当戦略
および当ファンドのベンチマークおよび参考指数ではありません。

（出所）フォントベル、FactSet、ICE Data Indices,LLCのデータを基に委託会社作成
※上記は当ファンドと同⼀の運⽤戦略で運⽤されるファンドの過去の実績から当ファンドの信託報酬を控除したシミュレーションの結果であり、当ファンドの運⽤実

績ではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

他の債券市場を上回るパフォーマンス
債券投資で“価格収益を狙う”シンプルでユニークな戦略
低スプレッド環境下でも良好なパフォーマンスを⽬指す

当戦略
181

世界ハイイールド社債
130

先進国国債
93

世界投資適格社債
111

※当戦略は⽶ドル建て、当ファンドの信託報酬年1.558％（税込み）控除後です。

＜当戦略と各債券指数のパフォーマンス⽐較＞
2018年6⽉末（当戦略運⽤開始⽇）〜2024年10⽉末、⽉次（ポイント）

（年/⽉）

新興国国債
117

※2018年6⽉末を100として指数化。
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当戦略 世界ハイイールド社債

ご参考

債券投資で“価格収益を狙う”シンプルでユニークな戦略

利息収益 価格収益

＜トータルリターンの内訳＞
2018年6⽉末（当戦略運⽤開始⽇）〜2024年10⽉末

▶当戦略のポートフォリオは市場と⽐べて⾼利回りであることに加え、割安債券への投資から得られる価格収益（値
上がり益）がパフォーマンスに⼤きく貢献しています。

▶⼀般的に債券ファンドは、利回り（クーポン）を重視した戦略が多くみられるなか、⼤きく売られるなどの要因で 本
来あるべき価値よりも割安となっている債券へ投資し、価格収益（値上がり益）を狙う当戦略は、シンプルでユ
ニークな戦略といえます。

＜価格収益（値上がり益）の源泉＞

▶スプレッド（上乗せ⾦利）の動き（縮⼩する局⾯）
スプレッドが拡⼤している局⾯に着⽬し、後にスプレッドが縮⼩する局⾯で
の債券価格の上昇による値上がり益の獲得を⽬指す。

▶ロールダウン効果
利回り曲線の傾きに着⽬し、ロールダウン効果（時間の経過とともに債
券の残存年数が短期化するにつれて、債券価格の上昇が期待される効
果）の享受を⽬指す。

価格収益からも
⾼リターンを
享受

※当戦略のトータルリターンの内訳は⽶ドル建て、当ファンドの信託報酬年1.558％（税込み）控除前です。1ページおよび3ページの当戦略のトータルリター
ン（信託報酬控除後）とは異なります。

（注1）世界ハイイールド社債はICE BofA グローバル・ハイイールド・インデックス、⽶ドルベース。当戦略および当ファンドのベンチマークおよび参考指数ではありま
せん。

（注2）トータルリターンの内訳は概算値です。価格収益は利息収益以外の価格変動要因であり、為替変動による損益が含まれます。
（出所）フォントベル、FactSet、ICE Data Indices,LLCのデータを基に委託会社作成
※上記は当ファンドと同⼀の運⽤戦略で運⽤されるファンドの過去の実績であり、当ファンドの運⽤実績ではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰

唆あるいは保証するものではありません。

（％）
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▶スプレッドと債券価格の関係◀ ▶ロールダウン効果◀
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※上記はイメージです。
※利回り曲線の形状によってはロールダウン効果が享受できない場合があります。
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スプレッド（左軸） ⽶国10年債利回り（右軸）

債券投資で“価格収益を狙う”シンプルでユニークな戦略（つづき）

＜市場の下落局⾯におけるドローダウン（直前の最⾼値からの下落率）＞
2018年6⽉末（当戦略運⽤開始⽇）〜2024年10⽉末、⽉次

▶当戦略では、市場の急落局⾯において、下落を抑制したり、割安債券へ投資することを⽬的として、現⾦⽐率を最
⼤20％まで引き上げる等、柔軟で機動的な運⽤を⾏っています。

▶市場の下落後に割安になった債券へ投資を⾏い価格収益を得ることで⾼いリターンを獲得し、世界ハイイールド社
債や世界株式と同程度もしくは、より短期間で回復しました。

（注1）世界ハイイールド社債はICE BofA グローバル・ハイイールド・インデックス、世界株式はMSCI ACワールド・インデックス（配当込み）、いずれも⽶ドル
ベース。いずれも当戦略および当ファンドのベンチマークおよび参考指数ではありません。

（注2）スプレッドは、ICE BofA ⽶国ハイイールド・インデックスのオプション調整後スプレッド（OAS）。
（出所）フォントベル、FactSet、ICE Data Indices,LLC、Bloombergのデータを基に委託会社作成
※上記は当ファンドと同⼀の運⽤戦略で運⽤されるファンドの過去の実績から当ファンドの信託報酬を控除したシミュレーションの結果であり、当ファンドの運⽤実

績ではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

※当戦略は⽶ドル建て、当ファンドの信託報酬年1.558％（税込み）控除後です。

コロナショック インフレの加速、ロシアのウクライナへの侵攻等
当戦略 21.8％の下落を 5ヵ⽉で回復 21.2％の下落を 14ヵ⽉で回復

世界ハイイールド社債 14.2％の下落を 4ヵ⽉で回復 20.2％の下落を 22ヵ⽉で回復
世界株式 21.3％の下落を 5ヵ⽉で回復 25.3％の下落を 15ヵ⽉で回復

コロナショック インフレの加速、
ロシアのウクライナ

への侵攻等

＜ドローダウン底値からの回復期間＞

◆下落からの⼒強い回復◆
下落局⾯こそ“投資機会”
ととらえて割安債券を発掘

▶⾜元、社債市場のスプレッドは過去10年でみても低⽔準にあり、⼀般的には価格収益が得にくい環境ですが、当戦略
では、より割安で魅⼒的な銘柄に投資を⾏うことにより、低スプレッド環境下でも良好なパフォーマンスを⽬指します。
⾜元のスプレッドと概ね同程度の⽔準であった2021年をみると、世界ハイイールド社債よりもパフォーマンスは優位でした。

▶また、今後スプレッド拡⼤によって価格が下落する場合でも、⾦利低下による価格上昇で相殺されるため安定したリ
ターンとなると考えられます。

低スプレッド環境下でも良好なパフォーマンスを⽬指す

（％）

（年/⽉）

＜⽶国10年債利回りとハイイールド社債のスプレッド推移＞
2014年10⽉末〜2024年10⽉末、⽉次（％）

（年/⽉）

（％）
＜年間トータルリターン⽐較＞

（10⽉末まで）

7.9％

1.4％

7.8%

17.1%
（％）

2021年

2024年
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ファンドの特⾊

１．主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅⼒的なリターンが期待される債券等に投資します。
●⼀般的な国債や普通社債の他にも以下の債券に投資します。なお、その他の債券にも投資する場合があります。

●リターンの獲得ならびにクレジットリスクおよび⾦利リスクのヘッジを⽬的として、債券先物取引、為替先渡取引、各種スワップ取引、クレ
ジット・デリバティブ取引等を含む、様々なデリバティブ取引を活⽤します。

●⽶ドル以外の通貨建ての債券等に投資する場合は、原則として、実質的に⽶ドル建てとなるように為替取引を⾏います。
２．実質的な運⽤は、多様な運⽤戦略を提供し、⾼い専⾨性を有するフォントベル・アセット・マネジメントが⾏います。

●投資対象とする外国投資信託の運⽤は、フォントベル・アセット・マネジメントAGが⾏います。
３．対円での為替ヘッジの有無および決算頻度により４つのファンドからお選びいただけます。

※委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。
※販売会社によっては⼀部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

ハイイールド債券 企業が発⾏する債券で、格付けがBB格相当以下のもの
ハイブリッド証券 普通社債と普通株式の特⾊を併せ持つ債券等（劣後債、優先出資証券、偶発転換社債（CoCo債）等）
転換社債 事前に決められた条件で株式に転換できる権利の付いた社債
資産担保証券 資産から⽣じるキャッシュフローを担保に発⾏される証券

ファンド名 為替ヘッジ 決算頻度
フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型） あり 年1回
フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型） なし 年1回
フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型） あり 年4回
フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型） なし 年4回

▶ 為替ヘッジについて

（為替ヘッジあり／年１回決算型）（為替ヘッジあり／年4回決算型）
■実質組⼊外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活⽤し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを

回避することはできません。
■対円での為替ヘッジを⾏う際、円の短期⾦利がヘッジ対象通貨の短期⾦利を下回っている場合、その⾦利差に相当する為替ヘッジ

コストがかかります。短期⾦利の変動等により、為替ヘッジコストも変動します。
（為替ヘッジなし／年１回決算型）（為替ヘッジなし／年4回決算型）

■実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
■基準価額は為替変動の影響を受けます。

▶ 分配⽅針について

（為替ヘッジあり／年１回決算型）（為替ヘッジなし／年１回決算型）
■原則として、毎年11⽉22⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配⾦額を決定します。

（為替ヘッジあり／年４回決算型）（為替ヘッジなし／年４回決算型）
■原則として、毎年2⽉、5⽉、8⽉、11⽉の22⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。
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【基準価額の変動要因】
 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているも

のではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
 運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
 投資信託は預貯⾦と異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

投資リスク

■価格変動リスク
債券市場リスク…債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です

⼀般に債券は内外の経済情勢等の影響による⾦利の変動を受けて価格が変動します。通常、⾦利が上昇すると債券価格は下落し
ます。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する
要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。
＜ハイイールド債券＞
ハイイールド債券は、⼀般的に⾼格付けの債券と⽐べて⾼い利回りを享受できる⼀⽅で、発⾏体からの元利⾦⽀払いの遅延または
不履⾏（デフォルト）となるリスクが⾼いとされます。デフォルトあるいはその懸念が⽣じた場合、ハイイールド債券の価格は⼤きく下落し、
ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
＜ハイブリッド証券＞
ハイブリッド証券は、社債に類似した性質を持ち、内外の政治、経済、社会情勢等の影響により市場⾦利が上昇するとその価格は下
落します。また、ハイブリッド証券の利息や配当等の⽀払いに影響を及ぼす発⾏企業の事業活動や財務状況の変化等によってもその
価格は変動します。ファンドが保有するハイブリッド証券の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、後述の
「ハイブリッド証券にかかる留意点」もご参照ください。
＜転換社債＞
転換社債の価格は、転換対象となる株式等の価格変動、⾦利変動、発⾏企業の信⽤⼒の変動等の影響を受け変動します。
⼀般的に、転換社債の価格は、転換価格を基準として転換対象となる株式の価格が⾼いほど、株式の価格変動の影響を受けやすく
なります。
＜資産担保証券＞
資産担保証券の価格は、信⽤度の変動、⾦利変動、ローンの裏付となる資産の価格変動等の影響を受け変動します。
資産担保証券の担保となるローンは、⼀般的に⾦利が低下すると低⾦利ローンへの借換えが増加することが考えられます。ローンの期
限前償還が増加することにより資産担保証券の期限前償還が増加すると、資産担保証券の価格が影響を受けます。期限前償還は
⾦利要因のほか、さまざまな要因によっても変化すると考えられます。また、期限前償還の価格に影響を与える度合いは、個々の資産
担保証券の種類や特性によって異なります。

派⽣商品リスク…市場動向とポジションの⽅向性の不⼀致は、基準価額の下落要因です
各種派⽣商品（先物取引、オプション取引、スワップ取引等）の価格は、その基礎となる原資産の価格変動および市場動向等によ
り変動し、取引の種類によっては原資産の価格変動以上の値動きをすることがあり、ファンドの基準価額に影響を及ぼします。買い建
てた派⽣商品（ロング・ポジション）の価格が下落した場合、あるいは売り建てた派⽣商品（ショート・ポジション）の価格が上昇した
場合には、基準価額が下落する要因となります。
取引所を介さずに相対で取引する派⽣商品においては、取引相⼿の倒産等により契約が履⾏されず損失を被り、基準価額が下落
する場合があります。
当ファンドが組み⼊れる外国投資信託は、先物取引や各種スワップ取引等のデリバティブ取引を外国投資信託の純資産総額の0〜
500％程度の範囲で⾏うことがあります。したがって、ファンドの基準価額は債券市場全体の動きと⽐べて⼤きく変動することがあり、ま
た異なる動きをすることがあります。

■信⽤リスク…債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や
倒産等に陥った場合には、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これら
はファンドの基準価額が下落する要因となります。
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投資リスク

■為替変動リスク
（為替ヘッジあり／年1回決算型）（為替ヘッジあり／年4回決算型）…為替ヘッジにより、円⾼が基準価額に与える影響は限定的
です

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを⾏うため、その影響は限定的と考えられます。
ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円⾦利がヘッジ対象通貨の⾦利よりも低い場合、その⾦利差相当分
のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては⾦利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。

（為替ヘッジなし／年１回決算型）（為替ヘッジなし／年4回決算型）・・・円⾼は基準価額の下落要因です
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であって
も、当該現地通貨が対円で下落する（円⾼となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

■カントリーリスク…投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回
収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に⽐べ、より運⽤上の制約が⼤きいことが想定されます。また、先進
国に⽐べ、⼀般に市場規模が⼩さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が⼤きくなる傾向が
考えられます。

■流動性リスク…市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です
有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の
混乱が⽣じた場合等に、⼗分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらは
ファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点
■ファンド固有の留意点
外国投資信託証券への投資に関する留意点
外国投資信託証券から有価証券に投資する場合、⽇本の投資信託証券から投資を⾏う場合に⽐べて税制が不利になる場合があります。
ハイブリッド証券にかかる留意点
▶ 繰上償還等に関する留意点

ハイブリッド証券には、繰上償還条項が設定されているものが多く、繰上償還の実施は発⾏体が決定することになっています。⾦利
低下局⾯で繰上償還された場合には、当該⾦利低下による価格上昇を享受できないことがあります。また、繰上償還されることを
前提として取引されている証券もあり、これらの証券が市場で予想されていた期⽇に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施
されないと⾒込まれる場合、価格が⼤きく下落することがあります。また、市場で予想されていた期⽇以前に償還される場合にも、価
格が下落することがあります。

▶ 流動性に関する留意点
⼀般的に、ハイブリッド証券は、株式に⽐べて市場規模が⼩さく取引量が少ないため、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
きないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の⾼低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあります。

▶ 法的弁済順位に関する留意点
⼀般的に、ハイブリッド証券は、法的弁済順位では株式に優位し普通社債に劣後します。
発⾏体が経営破たん等に陥った場合、法的弁済順位の⾼い他の債権全額の弁済がなされない限り、ハイブリッド証券は弁済を受
けることができないリスクがあります。また、⼀般的にハイブリッド証券は普通社債と⽐較して、低い格付けが格付機関により付与され
ています。

▶ 利息や配当の⽀払いに関する留意点
ハイブリッド証券には、利息や配当の⽀払繰延条項がついているものが多くあります。
発⾏企業の業績の著しい悪化等により、利息や配当の⽀払いが繰り延べられたり、停⽌されたりする可能性があります。

▶ 偶発事項に関する留意点
⼀部のハイブリッド証券には、実質破たん状態にあると規制当局が判断した場合や、⾃⼰資本⽐率が⼀定⽔準を下回る等の特
定の事象（トリガー）の発⽣により、株式に強制転換される、もしくは元本が削減されるリスクがあります。トリガーの発⽣は多数の
要因に依拠し、その要因の多くは発⾏体が制御できないため、トリガーが発⽣するか否か、および発⽣時期について予測することが
困難です。強制的に株式に転換される場合、または元本の⼀部もしくは全部が削減される場合、ファンドの基準価額が下落する
要因となります。

▶ 制度変更等に関する留意点
税制の変更等、ハイブリッド証券にとって不利益な制度変更等があった場合は、市場規模が著しく縮⼩し、価格が下落することがあ
ります。

▶ 発⾏企業の業種に関する留意点
ハイブリッド証券は⾦融機関によって発⾏されることが多く、⾦融政策や⾦融システムの動向等、⾦融セクター固有の要因により価
格が⼤きく変動することがあります。このため、例えば幅広い業種の債券に投資する場合と⽐較して基準価額の変動が⼤きくなる可
能性があります。
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投資リスク
■投資信託に関する留意点
▶ ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適⽤はありません。
▶ ファンドは、⼤量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変し

た場合等に、⼀時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまう
リスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込み
が取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。

分配⽅針および分配⾦に関する留意事項

分配⾦に関する留意事項
 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額

は下がります。
 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があり

ます。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間
におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファ
ンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

（為替ヘッジあり／年４回決算型）（為替ヘッジなし／年４回決算型）は計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を
⾏う場合があります。分配⾦額は運⽤状況等により変動します。
分配⾦額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。

▶（為替ヘッジあり／年4回決算型）（為替ヘッジなし／年4回決算型）

 年4回（原則として毎年2⽉、5⽉、8⽉、11⽉の22⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配を⾏います。
 分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。

（為替ヘッジあり／年１回決算型）（為替ヘッジなし／年１回決算型）は複利効果による信託財産の成⻑を優先するため、分
配を極⼒抑制します。
（基準価額⽔準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

▶（為替ヘッジあり／年1回決算型）（為替ヘッジなし／年1回決算型）
 年1回（原則として毎年11⽉22⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配⾦額を決定します。
 分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。

※委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。

分配⽅針
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お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）

購⼊・換⾦の
申込受付⽇

当初申込期間︓2024年11⽉1⽇から2024年11⽉28⽇
設定⽇（2024年11⽉29⽇）以降は、原則として、申込不可⽇を除きいつでも購⼊・換⾦のお申込みがで
きます。

購⼊単位 お申込みの販売会社にお問い合わせください。

購⼊価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額（当初申込期間は1⼝当たり1円）

換⾦価額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換⾦代⾦ 原則として、換⾦申込受付⽇から起算して7営業⽇⽬からお⽀払いします。

申込不可⽇

以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業⽇
●ロンドンの取引所の休業⽇
●スイスの取引所の休業⽇
●ダブリンの取引所の休業⽇

決算および分配

（為替ヘッジあり／年１回決算型）（為替ヘッジなし／年１回決算型）
年1回（毎年11⽉22⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配⾦額を決定
します。

※第1期決算⽇は、2025年11⽉25⽇です。
（為替ヘッジあり／年4回決算型）（為替ヘッジなし／年4回決算型）
年4回（毎年2⽉、5⽉、8⽉、11⽉の22⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配⽅針に
基づき分配を⾏います。

※第1期決算⽇は、2025年2⽉25⽇です。
※委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

信託期間 2034年11⽉22⽇まで（2024年11⽉29⽇設定）

繰上償還

各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなったときは、繰上償還します。
また、以下の場合には、繰上償還をすることがあります。
● 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき
● 各ファンドの残存⼝数が30億⼝を下回ることとなったとき
● その他やむを得ない事情が発⽣したとき

課税関係

● 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
● 公募株式投資信託は税法上、⼀定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資⾮課税制度）の適

⽤対象となります。
● 当ファンドは、NISAの対象ではありません。
● 配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
※上記は、作成基準⽇現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場

合があります。

●ニューヨークの銀⾏の休業⽇
●ロンドンの銀⾏の休業⽇
●スイスの銀⾏の休業⽇
●ダブリンの銀⾏の休業⽇
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ファンドの費⽤（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）

購⼊時⼿数料 購⼊価額に3.3％（税抜き3.0％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.3％を乗じた額

①投資者が直接的に負担する費⽤

②投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年0.968％（税抜き0.88％）の率を乗じた額
※ 投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年1.558％（税抜き1.47％）程度＊となります。
＊投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤は、料率が把握できる費⽤の合計であり、上記以外の費⽤がか

かる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費⽤等が定められている場合があるため、純
資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。上記の料率は、作成基
準⽇現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

その他の費⽤・
⼿数料

以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
● 監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤
● 有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料
● 資産を外国で保管する場合の費⽤ 等
※ 上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。

※上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

■委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、

⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ︓https://www.smd-am.co.jp
コールセンター︓0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

■受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
三菱UFJ信託銀⾏株式会社

■販売会社 ファンドの募集・販売の取扱い等を⾏います。
委託会社にお問い合わせください。

委託会社、その他の関係法⼈

販売会社名 登録番号
⽇本

証券業
協会

⼀般社団法⼈
第⼆種

⾦融商品
取引業協会

⼀般社団法⼈
⽇本

投資顧問業
協会

⼀般社団法⼈
⾦融先物
取引業
協会

備考

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑

（⾦商）第2336号 ○ ○ ○ ○

販売会社⼀覧
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【重要な注意事項】

 当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。

 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが
信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。

 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市
場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。

 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機
関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。

 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯
等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、
最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）が優先します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、⽬論⾒書補完書⾯等は販売会社に
ご請求ください。

 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。
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